
●「札幌市冬のみちづくりプラン」の策定について

札幌市では、雪対策事業を今後も安定的に継続するため、市民・企業・行政の協働によ
る雪対策を推進しようと、今冬を初年度とする雪対策の新たな10カ年計画「札幌市冬のみ
ちづくりプラン」を策定しました。
このプランは、経済情勢や社会情勢の変化により雪対策を取り巻く環境が厳しくなって

いることを踏まえ、平成12年に策定された「札幌市雪対策基本計画」を見直し、冬期間の
市民生活ルールの確立や市民・企業との協働による排雪量の抑制などのソフト対策に重点
を置いたもの。策定に当たっては、市民委員などで構成される検討委員会での議論や住民
説明会での意見交換のほか、パブリックコメントなどを実施し、市民・企業とともに検討
を重ねてきました。
今後はこのプランに基づき、市民や企業との協働による「冬のみちづくり」に向けた取

り組みを進めていきます。

１ 雪対策を取り巻く課題について
(1) 除排雪作業の課題

排雪量や運搬距離が増加することで、作業効率が低下し、コスト増を招いている。
(2) 雪たい積場の課題

年々、雪たい積場は、必要量の確保が困難となっている。
(3) 除雪事業者の課題

今後は、除排雪事業の担い手不足が懸念されている。
(4) ダンプトラック・除雪機械の課題

今後は、ダンプトラックや除雪機械の確保が困難となることが懸念されている。

２ プラン策定の目的について
雪対策事業を今後も安定的に継続するため、「市民」「企業」「行政」の協働による雪対

策を推進するための指針とするものである。

３ 企画立案・計画段階における市民参加について
(1) 平成 19 年 10 月「第 2次札幌市雪対策基本計画検討委員会」の設立

今後 10年間の雪対策のあり方について議論する検討委員会を設立。同委員会は、学
識経験者や市民公募委員など 19人で構成され、平成 20年 12 月までに 6回の会議を開
催した。

(2) 平成 21 年 1月「提言書」の手交
検討委員会における検討内容を「提言」としてとりまとめ、市長に提出した。

(3) 平成 21 年 4月「（仮称）第 2次札幌市雪対策基本計画・素案」の作成
検討委員会からの提言を受け、計画案の作成に向けた市民の皆さんとの意見交換を

行う素材として、計画素案を作成した。
(4) 平成 21 年 4月～7月「意見交換会」の開催

計画案をもとに、連合・単位町内会の役員を中心に、41カ所（参加者数 1,300 人）
で意見交換会を開催した。

(5) 平成 21 年 4月～7月「アンケート調査」の実施
計画素案をもとに、市民 1 万人を対象にアンケート調査を実施し、3,574 人から回

答を得た。
(6) 平成 21 年 10 月～11 月 パブリックコメントを実施

E メールやファクスなどで、「札幌市冬のみちづくりプラン（案）」に対する意見を
募集した。



４ プランの概要について
除排雪のレベルアップや施設整備などのハード対策から、冬期市民生活ルールの確立

や市民・企業との協働による排雪量の抑制などのソフト対策へ重点を移行した。
(1) 基本方針
① 市民・企業等との協働の推進
② 多様なソフト施策の導入
③ 施策の選択と集中によるメリハリをつけた事業の展開

(2) 目標と重点施策
＜課題の克服に向けて行う重点施策＞
目標 1：冬期市民生活ルールの確立

・ 冬の市民生活ルールの順守・マナー向上に向けた意識啓発
・ 地域との情報共有と連携の推進

目標 2：排雪量の抑制
・ 市民・企業との協働による排雪量の抑制
・ 雪置き場の確保などによる地域内雪処理の推進
・ 雪処理施設の有効活用

目標 3：除排雪体制の確保
・ 除排雪体制の維持・安定化
・ 雪たい積場の確保

＜これまでの取り組みを継承して行う重点施策＞
目標 4：メリハリをつけた冬期道路の管理

・ 幹線道路の除排雪の推進
・ 生活道路の除排雪の推進
・ 歩道の除雪の推進
・ ロードヒーティングに替わる路面管理手法の推進

目標 5：安全な冬期交通環境の確保
・ 凍結路面の対策強化
・ 通学路の安全確保
・ 豪雪時体制の充実

目標 6：冬の文化の創造
・ 冬の暮らしに関する総合的な情報を発信
・ 冬のボランティアの推進
・ 冬の暮らしを豊かにする活動の推進

５ プランの公表について
平成 21年 11 月 26 日から、雪対策室計画課（市本庁舎 8階）や各区役所等で配布しま

す。また、ホームページ（http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/）からも閲覧で
きます。

問い合わせ先

建設局管理部雪対策室計画課 田中・茂木

電話 211－2682


